
－ 凡例 －  

  

この「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」では、法令等の略称は、次のとお

りにしています。  

 

法  ··············· 都市計画法 

政令  ············· 都市計画法施行令 

省令  ············· 都市計画法施行規則  

開発許可運用指針 ·· 開発許可制度運用指針(国土交通省都市局都市計画課)  

県条例  ··········· 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 

県条例施行規則  ··· 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 

県手続規則········· 埼玉県都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則 

町条例  ··········· 松伏町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 

町条例施行規則  ··· 松伏町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 

町規制規則········· 松伏町都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則 

審査基準  ········· 松伏町における審査基準  

  

 

       権限を有する市町：それぞれの市町が事務を行います。  

  

       そ の 他 の 町 村：県が事務を行います。なお、申請の窓口は町村になります。 

 令和６年１０月現在  

  
この冊子は、松伏町で開発許可事務を行うための参考として

作成されたものです。 
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